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募 集　ボランティアさん
皆様のお力をお貸しください！

栄福祉会は地域の皆様のお力を必要としております。

見学、 お問い合わせは、 お電話にて承ります。

［お問い合わせ先］

ボランティア担当 ： 斉藤、 井上 （TEL 042-540-1033）

［発行］

　一般社団法人栄福祉会

［住所］

　〒190-0003　東京都立川市栄町三丁目２番地

［ホームページ］

　http://www.sakaefukushi.jp/

［事業内容］

〈障害者総合支援法〉

　 ・ キッチンさかえ （就労継続支援Ｂ型）

　 ・ ソレイユ （就労移行支援）

　　TEL 042-540-1033　FAX 042-540-1035

　　営業時間 8:00-17:00 （休 ： 土日 ・ 祝、 年末年始）

〈介護保険法〉

　 ・ サポーターズさかえ （地域密着型通所介護）

　 ・ ケアサポートさかえ （居宅介護支援事業）

　　TEL 042-540-1034　FAX 042-540-1035

　　営業時間 8:00-17:00 （休 ： 日、 年末年始）

［駐車場］

　ビル裏手には、 車いす利用の方の

　お車も駐車できるスペースがございます。

ハロウィン　手作り昼食

　土曜日は毎週、 利用者さんと昼食

を手作りしています。 献立ももちろん皆

さ ん で 相 談 し て 決 め て い ま す。

今回はハロウィンが近いということで、

ちょっと変わった昼食を作ってみました。

みなさん 「何これ！やだ面白い。 たべ

られるの？」 と言いながら完食してくださ

いました。 これも手作りならではですね。

　栄福祉会は、半身麻痺や高次脳機能障害をお持ちの方や
ご高齢の方が、地域のみなさまと共に、自らが持つ能力を
無理なく伸ばして、それぞれが持つ目標に向かい、あゆみ
続けることをサポートいたします。

都市軸清掃

　立川駅の北側、 多摩モノレールの

高架下脇の大通り （サンサンロード）

を清掃する作業を月 2 回行っています。

暑かった夏がようやく終わりになると思う

暇もなく、 落ち葉のシーズンがやってき

ます。 この時期は毎年人数を増員して

対応しています。

　夏の猛暑から一気に秋を感じる季節となりました。 急激な気温の変化とともに皆様におかれま
しては健やかにお過ごしでしょうか？当法人の職員も体調管理に努め、 日々皆様のお役に立て
るよう頑張っています。
　さて、 2023 年 10 月に栄福祉会の運営推進委員会兼運営委員会を開催いたしました。 当
法人は 「家族会で生じたニーズを具現化したものが栄福祉会である」 ということから、 独自に
運営委員会を開設当初から設置し、 地域の方とともに歩んできました。 今年度は同じ意味合
いで義務化された介護保険法の運営推進会議と合同開催とし、 意見交換をさせていただきまし
た。 今回は今までになく、 大勢の方々に参加していただき、 運営方法やサービス内容 ・ 食事
内容や交流など多くのご意見を頂戴いたしました。 皆様からのご意見を真摯に受け止め、 地
域の皆様のお声をもとに栄福祉会が適切な運営ができるよう努めてまいりますのでこれからもご指
導 ・ ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

（ケアサポートさかえ　保科和央）



　キッチンさかえでは、 チラシ ・ 広報誌 （子ども会他） ・ 名刺 ・
封筒等の印刷 ・ 発送作業やノベルティグッズ作成を承ります。
再使用食器のくるりん食器の無料貸出もございます。

ＴＥＬ 042-540-1033　担当 ： 斉藤

就 労 継 続 支 援 Ｂ 型

キ ッ チ ン さ か え

就 労 継 続 支 援 Ｂ 型

キ ッ チ ン さ か え

就 労 移 行 支 援

ソ レ イ ユ

［答え］
　義務ではない。「労働者及び使用者は、
労働契約の内容（期間の定めのある労働
契約に関する事項を含む。）について、でき
る限り書面により確認するものとする。」

（労働契約法4条2項）

　サポーターズさかえは、 1 日 15 名までお越しいただけます。
空き状況等は、 お気軽にお問い合わせください。 見学も随時お
受けいたします。 また、 ご利用日のお帰り時に、 お弁当のご準
備もできるようになりました。

ＴＥＬ 042-540-1034　担当 ： 野口

地 域 密 着 型 通 所 介 護

サ ポ ー タ ー ズ さ か え

居 宅 介 護 支 援 事 業

ケ ア サ ポ ー ト さ か え

　

～ケアマネは相談のプロ！～

　ケアマネジャーが作成した 「ケア

プラン」 を実行するために会議を行

います。 ケアプランが生活にあった

ものとなるよう関係者からご意見をい

ただき、 より生活がしやすくなるよう

計画を練り上げていきます。

　

（写真上） パラリンピックの協議にも
なっているボッチャをご存じでしょう
か？皆さんとたまにやっていますが、
これ、 なかなか難しいんです。 集
中するにはいいスポーツです！？
（写真下） いよいよ毎年恒例の、
高幡不動尊の菊祭りが始まりまし
た。 散策するにはちょうどいい場所
です。 きれいな菊にみなさん 「よくで
きてるな。」 と感心しながら楽しんで
いました。

（写真上） 9 月に防災訓練を行いまし
た。 厨房から出火という想定で、 裏の
駐車場まで避難します。 訓練後の振
返りでは、 皆さんの防災に対する貴重
な考えを聞くことができました。
（写真下） 揚げ物などに使用した油は、
そのまま排水口には流せません。 一か
所に貯めておいて定期的に廃棄するよう
にしています。 想像以上の頑固な汚れ
に悪戦苦闘している様子です。

介護支援専門員研修に参加

　今回の研修は 「精神疾患の方

への支援方法」 に参加しました。

最近は高齢分野だけでなく、 様々

な病気を重複して抱えている方の相

談も多くなってきております。 在宅生

活の願いをかなえられるように一緒に

考えていきましょう。

労働契約法の基礎

労働契約の成立 ・変更 ・終了など
に関するルールが主に規定されている。

労働契約の契約書締結は法律上、
義務である？

労働契約法って？

ほーりつクイズ

義務 権利

労働契約書

実態として
雇用契約書のない会社もあるみたい。
みんなは書面にしてもらいましょうね。


